
《根拠法令について》

○道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号） 抄

（安全管理規程等）

第二十二条の二 一般旅客自動車運送事業者（その事業の規模が国土交通省令で定める規

模未満であるものを除く。以下この条において同じ。）は、安全管理規程を定め、国土

交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更

しようとするときも、同様とする。

２ 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべ

き次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたも

のでなければならない。

一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

四 安全統括管理者（一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務

を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、

一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要

件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。）の選任に関する事項

３ 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般

旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

４ 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。

５ 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土

交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければな

らない。

６ 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務

を行う上での意見を尊重しなければならない。

７ 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管

理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが

あると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任す

べきことを命ずることができる。



○旅客自動車運送事業運輸規則（昭和三十一年運輸省令第四十四号） 抄

※国土交通省令第七十一号による同省令改正後の規定

（平成二十五年八月二十三日公布、同年十月一日施行）

（安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模）

第四十七条の二 法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄

に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる

数であることとする。

事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数

一般乗合旅客自動車運送事 一般乗合旅客自動車運送事業及 二百両

業（法第三十五条第一項の び特定旅客自動車運送事業の用

規定による一般貸切旅客自 に供する事業用自動車

動車運送事業者に対する管

理の委託に係る許可を受け

ているものを除く。）

一般乗用旅客自動車運送事 一般乗用旅客自動車運送事業の 三百両

業 用に供する事業用自動車

２ 前項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第一項の国土

交通省令で定める規模について準用する。この場合において、前項中「次の表の上欄に

掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」

とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事

業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。

（安全管理規程の届出）

第四十七条の三 法第二十二条の二第一項（法第四十三条第五項において準用する場合を

含む。以下同じ。）の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客

の運送を開始する日（事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつて

は、当該計画の実施予定日）までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出

書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 安全管理規程の実施予定日

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 設定した安全管理規程

二 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

３ 法第二十二条の二第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者

は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程

変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更後の安全管理規程の実施予定日



三 変更した事項（新旧の対照を明示すること。）

四 変更を必要とする理由

４ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 変更後の安全管理規程

二 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

（安全管理規程の内容）

第四十七条の四 法第二十二条の二第二項（法第四十三条第五項において準用する場合を

含む。）の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

イ 基本的な方針に関する事項

ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関す

る事項

ハ 取組に関する事項

二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事

項

イ 組織体制に関する事項

ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項

ハ 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項

三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事

項

イ 情報の伝達及び共有に関する事項

ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項

ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

ニ 教育及び研修に関する事項

ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項

ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項

四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

（安全統括管理者の要件）

第四十七条の五 法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の表

の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、

かつ、法第二十二条の二第七項（法第四十三条第五項において準用する場合を含む。次

項において同じ。）の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこ

ととする。

事業の種別 安全統括管理者になることができる者

一般乗合旅客自動車運送事業又は 一 旅客自動車運送事業（一般乗用旅客自動車

一般貸切旅客自動車運送事業 運送事業を除く。）の輸送の安全に関する業務

のうち、次のいずれかに該当するものに通算



して三年以上従事した経験を有する者

イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関す

る業務

ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関す

る業務

ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全

の確保に関する業務を管理する業務

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると

地方運輸局長が認める者

一般乗用旅客自動車運送事業 一 一般乗用旅客自動車運送事業の輸送の安全

に関する業務のうち、次のいずれかに該当す

るものに通算して三年以上従事した経験を有

する者

イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する

業務

ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関す

る業務

ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全

の確保に関する業務を管理する業務

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると

地方運輸局長が認める者

２ 法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令

で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事

業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、

法第二十二条の二第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でな

いこととする。

（安全統括管理者の選任及び解任の届出）

第四十七条の六 旅客自動車運送事業者は、法第二十二条の二第五項（法第四十三条第五

項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した安全統括管理者選任（解任）届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日

三 選任し、又は解任した年月日

四 解任の届出の場合にあつては、その理由

２ 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要

な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する

書類を添付しなければならない。



○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について（平成十四年国自総第４４６号、

国自旅第１６１号、国自整第１４９号） 抄

※国自安第１２７号、国自旅第２０３号、国自整第１４８号による同通達改正後の規定

（平成２５年８月２３日公布、同年１０月１日施行）

第４７条の２ 安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模

本条は、法第２２条の２の規定に基づく安全管理規程の設定等の義務付けが除外され

る旅客自動車運送事業者の事業の規模を、事業の種別に応じて規定したものである。

法第２２条の２及び本条により、安全管理規程の設定等が義務付けられる旅客自動車

運事業者の規模は、事業の種別に応じて次の表に掲げるとおりである。

事業の種別 安全管理規程の設定等が義務付けられる者

一般乗合旅客自動車運送事業（法第３５ 全ての者

条第１項の規定による一般貸切旅客自動

車運送事業者に対する管理の委託に係る

許可を受けているものに限る。）

一般乗合旅客自動車運送事業（上記のも 一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客

のを除く。） 自動車運送事業の用に供する事業用自動

車を２００両以上有する者

一般貸切旅客自動車運送事業 全ての者

特定旅客自動車運送事業 一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客

自動車運送事業の用に供する事業用自動車

を２００両以上有する者

一般乗用旅客自動車運送事業 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する

事業用自動車を３００両以上有する者

なお、同一事業者で複数の事業の事業用自動車を有する場合であって、表各項のいずれ

かに該当する者は、安全管理規程の設定等が義務付けられることとなる。

第４７条の５ 安全統括管理者の要件

本条第１項の表各項の安全統括管理者になることができる者の欄の第２号に掲げる

「前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者」とは、例えば、

同欄の第１号イからハまでのいずれかの業務に通算して３年以上従事した経験は有して

いないが、これらの業務を組み合わせて通算して３年以上従事した経験を有する者があ

げられる。


